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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】超音波プローブの交換及び接続されている超音
波プローブの識別が容易な超音波診断装置を提供するこ
と。
【解決手段】超音波診断装置１は、体腔内に挿通される
挿入部２１の先端部に超音波探触子を内蔵し、挿入部２
１の基端部にプローブコネクタブ２２を設けた超音波プ
ローブ２と、このプローブコネクタ２２が着脱自在に接
続される装置本体コネクタ部３１を備え、超音波駆動信
号の生成及び受信した超音波信号の処理等を行う超音波
送受信回路等を内蔵した診断装置本体３と、映像ケーブ
ル４１を介して接続され、超音波診断画像を表示する表
示装置４とで主に構成されている。診断装置本体３の上
面には装置本体コネクタ部３１及び超音波プローブ及び
表示装置４等の外部装置に対する各種操作指示を行うコ
ントロールパネル３２とが設けてある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  先端部に超音波探触子を備え、基端部に
電気的接続部を有する超音波プローブと、前記電気的接
続部を介して電気的に接続され、前記超音波探触子の制
御等を行う操作部を有する超音波診断装置本体とを具備
する超音波診断装置において、
前記超音波プローブの電気的接続部が接続される被接続
部と、前記操作部とを同一方向面に設けて超音波診断装
置本体を構成したことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  前記被接続部を前記超音波診断装置本体
に１つだけ設けたことを特徴とする請求項１に記載の超
音波診断装置。
【請求項３】  前記電気的接続部の前記操作部と同一方
向面側に、接続状態の超音波プローブの種類を目視にて
識別する識別手段を設けたことを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の超音波プロ
ーブを超音波診断装置本体に接続して使用される医療用
の超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、超音波探触子から生体組織内
に超音波パルスを繰り返し送信し、生体組織から反射さ
れる超音波パルスのエコーを同一あるいは別体に設けた
超音波探触子で受信するとともに、この超音波パルスを
送受信する方向を徐々にずらすことによって、生体内の
被検部位における複数の方向から収集したエコー情報を
二次元的な可視像の超音波断層画像として表示して、病
気の診断等に用いることができるようにした超音波診断
装置が種々提案されている。
【０００３】このような超音波診断装置としては、体外
式超音波プローブによるものが一般的であるが、細径の
超音波プローブを内視鏡の処置具挿通チャンネル等に挿
通して体腔内へ導入し、内視鏡観察下において癌化した
粘膜組織、ポリープ等の病変部を含む被検部位の超音波
断層画像を得るようにしたものなどの体内式超音波プロ
ーブを備えた内視鏡装置も用いられている。また、近年
では被検体にできている腫瘍などの形状を把握したり、
体積を計測したりできるように三次元像が得られる三次
元走査用超音波プローブも種々提案されている。このよ
うに、超音波診断には様々な超音波プローブが用いられ
る。
【０００４】そして、１つの超音波診断装置で複数の超
音波プローブを操作できるように例えば、特開平５－２
４５１４０号公報の超音波診断装置では、超音波診断装
置本体を操作することなく、診断に使用する超音波探触
子に自動的に切り換えることができるようにし、診断者
の無駄な動作を減らし、診断の効率化を図るために、超
音波を送受信する超音波探触子におけるケースの掌握部
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にそれぞれ取り付けられ、掌握により信号を送出するセ
ンサと、超音波診断装置本体に設けられ、上記センサか
らの信号を検出し、上記超音波探触子の保有する機種情
報を識別し、超音波探触子を自動的に切り換える超音波
探触子選択手段及びこの超音波探触子選択手段からの信
号により画像表示フォーマット及び動作条件を自動的に
切り換える切り換え手段とを備えている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特
開平５－２４５１４０号公報の超音波診断装置では、複
数の超音波探触子を予め超音波診断装置本体に接続でき
るように構成し、診断用途に応じた超音波探触子を術者
が選択することによって、自動的に切替え動作するよう
にしていたので、超音波診断装置本体が大型化になると
いう問題があった。
【０００６】一方、超音波プローブを超音波診断装置本
体に１つしか接続できない中型あるいは小型の超音波診
断装置では、様々な超音波プローブに対応させるために
はそのたびに超音波プローブを繋ぎ替える必要があり、
このコネクタの配置位置が超音波診断装置の裏側や足元
近くの低い位置等にあった場合、超音波プローブを交換
する作業に手間がかかるという問題があった。
【０００７】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、超音波プローブの交換及び接続されている超音波
プローブの識別が容易な超音波診断装置を提供すること
を目的にしている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、先端部に超音波探触子を備え、基端部に電気的接続
部を有する超音波プローブと、前記電気的接続部を介し
て電気的に接続され、前記超音波探触子の制御等を行う
操作部を有する超音波診断装置本体とを具備する超音波
診断装置であって、前記超音波プローブの電気的接続部
が接続される被接続部と、前記操作部とを同一方向面に
設けて超音波診断装置本体を構成している。
【０００９】また、前記被接続部を前記超音波診断装置
本体に１つだけ設け、前記電気的接続部の操作部と同一
方向面側に、接続状態の超音波プローブの種類を目視に
て識別する識別手段を設けている。
【００１０】この構成によれば、超音波プローブの超音
波診断装置本体に対する交換を容易に行える。また、超
音波診断装置本体に接続されている超音波プローブの種
類の確認を目視で容易に行える。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図３は本発明の一実施
形態に係り、図１は超音波診断装置の構成を説明する
図、図２は超音波診断装置本体の内部構成を説明する
図、図３は超音波プローブを超音波診断装置本体に接続
した状態を示す図である。
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【００１２】図１に示すように本実施形態の超音波診断
装置１は、体腔内に挿通される挿入部２１の先端部に図
示しない超音波探触子を内蔵し、前記挿入部２１の基端
部に電気的接続部としてプローブコネクタ部２２を設け
た超音波プローブ２と、このプローブコネクタ部２２が
着脱自在に接続される被接続部となる装置本体コネクタ
部３１を備え、超音波駆動信号の生成及び受信した超音
波信号の処理等を行う後述する超音波送受信回路等を内
蔵した超音波診断装置本体（以下診断装置本体と略記す
る）３と、この診断装置本体３に映像ケーブル４１を介
して接続され、超音波診断画像を表示する表示装置４と
で主に構成されている。
【００１３】前記診断装置本体３の上面には前記装置本
体コネクタ部３１及び前記超音波プローブ及び表示装置
４等の外部装置に対する各種操作指示を行う操作部とな
るコントロールパネル３２とが設けられている。つま
り、前記装置本体コネクタ部３１を、コントロールパネ
ル３２周りの同一方向面に設けている。
【００１４】前記装置本体コネクタ部３１は、前記超音
波プローブ２のプローブコネクタ部２２の形状に略一致
した形状で、コネクタ接続状態においてプローブコネク
タ部２２の表面が診断装置本体３の上面と面一致する凹
部として形成されている。そして、前記凹部の底面３１
ａには前記プローブコネクタ部２２に設けられている電
気接点（不図示）と電気的に導通する電気接点３３，
…，３３が複数配置されている。
【００１５】前記コントロールパネル３２は、例えば電
源スイッチ３４や、超音波エコーの増幅度を調整するゲ
インスイッチ３５ａ、超音波画像の更新を停止させるフ
リーズスイッチ３５ｂ等の超音波機能を制御する各種ス
イッチ３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，…と、英数字、カタカ
ナ、ひらがな等の入力を行うキーボードスイッチ３６等
で構成されている。なお、前記コントロールパネル３２
は、防水加工されたシート状スイッチ等、防水型又は耐
水型の部材で構成することが望ましい。
【００１６】一方、前記診断装置本体３の装置本体コネ
クタ部３１に配置されるプローブコネクタ部２２にはこ
のプローブコネクタ部２２を前記装置本体コネクタ部３
１に対して着脱自在にするためのつまみ部２３が設けら
れいる。したがって、前記つまみ部２３を適宜操作する
ことによって、前記プローブコネクタ部２２を前記装置
本体コネクタ部３１に固定保持した状態及び取り外し可
能な状態になる。
【００１７】なお、符号２４は前記診断装置本体３に配
置される超音波プローブ２の種類を識別するための識別
手段となるコネクタ接続状態でコントロールパネル３２
近傍に位置する情報表示部であり、この情報表記部２４
には周波数値等のプローブ情報が明記されている。
【００１８】図２に示すように前記診断装置本体３は、
ＩＣ化技術等、近年の高密度実装技術を用いることで小
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型化を図ったものであり、この診断装置本体３内には前
記装置本体コネクタ部３１に接続されたプローブコネク
タ部２２を介して超音波信号の送受信及びビーム形成等
を行う超音波送受信回路３７と、前記コントロールパネ
ル３２の各種スイッチ３４，３５ａ，３５ｂ，…に接続
されたコントロールパネル制御回路３８と、前記超音波
送受信回路３７から伝送される電気信号から映像信号で
あるビデオ信号を生成して出力するビデオ信号生成回路
３９とが設けられている。
【００１９】上述のように構成した超音波診断装置１の
作用を説明する。まず、術者は使用する超音波プローブ
２を選択し、この超音波プローブ２のプローブコネクタ
部２２を装置本体コネクタ部３１に係入配置する。そし
て、つまみ部２３を操作して、前記プローブコネクタ部
２２を前記装置本体コネクタ部３１に固定保持させる。
【００２０】次に、診断装置本体３に設けられている電
源スイッチ３４をオン状態にし、コントロールパネル３
２の各種スイッチ３４，３５ａ，３５ｂ，…を適宜操作
する。このことにより、コントロールパネル制御回路３
８から超音波送受信回路３７に制御信号が送られ、例え
ばエコー信号の増幅度等が調整されたり、超音波の送受
信を停止する等の超音波機能の制御が可能になる。
【００２１】次いで、超音波診断を開始する。すると、
図示しない超音波探触子から超音波信号が送信される一
方、この超音波探触子によって反射エコーが受信され
る。受信されたエコー信号は増幅された後、図示しない
Ａ／Ｄ変換器によりディジタル信号に変換され、ディジ
タル遅延回路（不図示）で構成されたビーム形成器によ
りビーム形成される。このビーム形成された信号は、図
示しないディジタルフィルタにて信号処理されたあと、
前記ビデオ信号生成回路３９によってビデオ信号に変換
されて表示装置４や図示しないプリンタ等に出力され
る。
【００２２】そして、必要に応じて超音波プローブ２を
仕様の異なる図示しない超音波プローブに交換する際に
は診断装置本体３に固定保持されているプローブコネク
タ部２２のつまみ部２３を取り外し状態に操作して、こ
のプローブコネクタ部２２を診断装置本体３から取り外
して仕様の異なる超音波プローブのプローブコネクタ部
２２を装置本体コネクタ部３１に配置して上述したよう
に固定保持させることによって交換が完了する。
【００２３】なお、検査中、術者は、コントロールパネ
ル３２近傍に位置する情報表記部２４又は表示装置４を
見ることによって、超音波プローブ種類の確認を行え
る。また、本実施形態においては装置本体コネクタ部３
１を診断装置本体３に１つ設けているが、装置本体コネ
クタ部３１を複数設ける構成であってもよい。
【００２４】このように、超音波プローブのプローブコ
ネクタ部が接続される装置本体コネクタ部を超音波診断
装置本体のコントロールパネル近傍の同一方向面に設け
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たことによって、超音波プローブの交換を容易に行うこ
とができる。
【００２５】また、超音波診断装置本体に装置本体コネ
クタ部を１つしか持たない場合でも超音波プローブの交
換を容易に行うことができるとともに、超音波プローブ
のプローブコネクタ部に設けた情報表記部を使用者が目
視することによって、超音波診断装置本体に接続されて
いる超音波プローブの識別を容易に行うことができる。
【００２６】なお、本実施形態においては、表示装置を
超音波診断装置本体に対して別体の構成としているが、
表示装置は超音波診断装置本体に一体に設ける構成のも
のであってもよい。
【００２７】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００２８】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００２９】（１）先端部に超音波探触子を備え、基端
部に電気的接続部を有する超音波プローブと、前記電気
的接続部を介して電気的に接続され、前記超音波探触子
の制御等を行う操作部を有する超音波診断装置本体とを
具備する超音波診断装置において、前記超音波プローブ
の電気的接続部が接続される被接続部と、前記操作部と
を同一方向面に設けて超音波診断装置本体を構成した超
音波診断装置。
【００３０】（２）前記被接続部を前記超音波診断装置
本体に１つだけ設けた付記１記載の超音波診断装置。
【００３１】（３）前記電気的接続部の前記操作部と同
一方向面側に、接続状態の超音波プローブの種類を目視*
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*にて識別する識別手段を設けた付記１又は付記２記載の
超音波診断装置。
【００３２】（４）先端部に超音波探触子を備え、基端
部に電気的接続部を有する超音波プローブと、前記電気
的接続部を介して電気的に接続され、前記超音波探触子
の制御等を行う操作部を有する超音波診断装置本体とを
具備する超音波診断装置において、前記超音波診断装置
本体の操作部と同一方向面に、超音波プローブの電気的
接続部が接続される被接続部を１つだけ設け、前記電気
的接続部の前記操作部と同一方向面側に超音波プローブ
の種類を目視にて識別する識別手段を設けた超音波診断
装置。
【００３３】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、超
音波プローブの交換及び接続されている超音波プローブ
の識別が容易な超音波診断装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図３は本発明の一実施形態に係り、
図１は超音波診断装置の構成を説明する図
【図２】超音波診断装置本体の内部構成を説明する図
【図３】超音波プローブを超音波診断装置本体に接続し
た状態を示す図
【符号の説明】
１…超音波診断装置
２…超音波プローブ
３…超音波診断装置本体
２２…プローブコネクタ部
３１…装置本体コネクタ部
３２…コントロールパネル

【図１】
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